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１．会計別総括表

 一　般　会　計

義務的経費

裁量的経費

独立行政法人経費

 自動車安全特別会計

保障勘定

自動車検査登録勘定

自動車事故対策勘定

 合　　　　　計

２．主要施策別総括表

１．「日本再興戦略」の迅速かつ強力な実行

○

○

○

○ 自動車の技術基準の国際標準化等の推進

旅客自動車運送事業等における訪日外国人旅行者の利用促進

5,895 6,542 0.90

13,264 12,973 1.02

26年度
要求額

58,606

25年度
予算額

(注）本表における計数は、端数処理の関係で、合計した額と一致しない場合がある。

地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進

326 317 1.03

1,961 1,397 1.40

817 751 1.09

2.06

比較
増減率

2.23

超小型モビリティの導入促進

55,503 53,849 1.03

主 要 施 策

36,344 34,334 1.06

56,314 1.04

3,104 2,465 1.26

平成２６年度概算要求主要施策総括表

会　計　・　勘　定　名
26年度
要求額

25年度
予算額

比較
増減率

（単位：百万円）

-

0 99

415 201

271

-

282

604

27

280○ 自動車の技術基準の国際標準化等の推進

２．安全・安心の確保と環境対策の推進

○ 事業用自動車の重大事故に関する事故調査等機能の強化

○ 自動車運送事業者等に対する監査体制の強化

○ 自動車運送事業の安全総合対策事業

○

○

・点検整備の促進

・未認証工場対策

・無車検車・無保険車対策の強化

○ 環境対応車普及促進対策

○ 次世代大型車開発・実用化促進事業

３．被害者救済の充実

○ 重度後遺障害者のための療護施設の設置・運営 -

○ 重度後遺障害者に対する介護料の支給

○ 在宅重度後遺障害者のための短期入院（入所）受入体制の充実

（関連事項） 総合政策局要求

○

車両の安全対策

自動車の適切な保守管理の促進

372億円
の内数

70

地域公共交通の確保・維持・改善の推進
　～生活交通サバイバル戦略～

0.99

-

0.94

282

-

1,077

39 32 1.22

1,016

292

(218)

(50)

601

420 169

280

(152)

の内数

3,199

297

の内数

3,186

297

249

70億円

249

68億円

1.00

4.55

2.05

1.00

1.00

1.00

-
333億円
の内数

261

(84)

(11)

(74)

600

1.12

2.60

2.49
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自 動 車 行 政 主 要 施 策

要求額（前年度予算額）

１．「日本再興戦略」の迅速かつ強力な実行　（主要施策別説明資料P.7～P.11) 単位：百万円

○ 超小型モビリティの導入促進

○ 地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促
進

○ 快適で安全な運転支援システムに関する検討

○ 旅客自動車運送事業等における訪日外国人旅行者の利用促進

○ 自動車の技術基準の国際標準化等の推進

415 201)(   

27 0)(     

280 282)(   

　我が国が「停滞の２０年」から「再生の１０年」へと転換するため、我が国の成
長実現に向け、国際競争力を強化し、時代の変化に対応・先取りした、新たな経済
発展の基盤となる戦略的な取り組みを展開していく。

604 271)(   

テーマ１

国民の「健康寿命」の延伸

③病気やけがをしても、良質な医療・介護

へのアクセスにより、早く社会に復帰で

きる社会

○安心して歩いて暮らせるまちづくり

日本再興戦略 ～JAPAN is BACK ～

〈日本産業再興プラン〉

〈戦略市場創造プラン〉
【 日本再興戦略】 【自動車局の施策】

● 超小型モビリティの導入促進

地方公共団体等が主導してまちづくり等と一体で超小型モビ

リティを先導導入・試行導入する優れた取り組みを重点支援。

成功事例を通じて国民理解を醸成し普及を進める

とともに 関連制度の検討を推進○安心して歩いて暮らせるまちづくり

テーマ２

クリーン・経済的なエネルギー需給の実現

③エネルギーを賢く消費する社会

○次世代自動車の普及・性能向上支援

● 地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的

普及促進

テーマ３

安全・便利で経済的な次世代インフラの構築

②ヒトやモノが安全・快適に移動することの

できる社会

○安全運転支援システム、自動走行シス

テムの開発・環境整備

車車間、歩車間の通信を利用して衝突事故の危険を

注意喚起する等の運転支援システム等の開発・普及

を促進することにより、交通事故死傷者数を低減し、

世界一安全・快適な道路交通を実現。

日

本

再

興

戦

略

〈国際展開戦略プラン〉

● 快適で安全な運転支援システムに関する検討

テーマ４

世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社

会の実現

③観光資源等のポテンシャルを活かし、世

界の多くの人々を地域に呼び込む社会

○外国人旅行者の滞在環境の改善

２．海外市場獲得のための戦略的取組

①インフラ輸出・資源確保

○先進的な技術・知見等を活用した国際標

準等の獲得及び認証基盤の整備、新た

なフロンティアとなる分野への進出支援

● 自動車の技術基準の国際標準化等の推進

● 旅客自動車運送事業等における訪日外国人旅行者の

利用促進

外国人旅行者がバス・タクシー・レンタカーを利用して国内の様々な観光地に容

易にアクセスできれば、旅行の満足度が増すのみならず、インバウンドによる経済

効果が全国各地に波及し、地域のバス・タクシー等の活性化にもつながる。このた

め、バス・タクシー等における外国人旅行者向け利用環境を改善し、地域の活性

化を図る。

国際機関（国連自動車基準調和世界フォーラム等）における連携等を通じて、

我が国制度・技術の国際標準化、相手国でのデファクト・スタンダード獲得等を

推進

地域や事業者が電気自動車（バス、タクシー及びトラック）を集中的に導入する

取り組みについて、他の地域や事業者による導入を誘発・促進するような先駆的

取り組みを重点的に支援。

とともに、関連制度の検討を推進。
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２．安全・安心の確保と環境対策の推進　（主要施策別説明資料P.12～P.19)

○

○ 自動車運送事業者等に対する監査体制の強化

○ 自動車運送事業の安全総合対策事業

○ 車両の安全対策

○ 自動車の適切な保守管理の促進

・ 点検整備の促進

・ 未認証工場対策

・ 無車検車・無保険車対策の強化

○

○ 次世代大型車開発・実用化促進事業

152)(   

　昨年４月の関越道高速ツアーバス事故等を踏まえ、公共交通の安全・安心を
一層確保するため、重大事故の防止対策を引き続き強化する。
　また、車両の安全対策や保守管理の適正化を推進するとともに、地球温暖化
対策及び大気汚染対策を推進することで、人に優しい自動車社会の構築を目指
す。

249)(    

74)(     

249

11)(     50)(    

218)(   84)(     

環境対応車普及促進対策

420 169)(    

601 600)(    

292 261)(    

事業用自動車の重大事故に関する事故調査等機能の強化 70 0)(      

1,016 1,077)(  

39 32)(     

事業用自動車の重大事故に関する事故調査等機能の強化

○ 社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事故の背景にある組織的・構造

的問題の解明を図るなど、高度かつ複合的な事故要因の調査分析と、これに基づく有効な再

発防止策の提言を得ることが求められている。

○ このため 国土交通省自動車局 道路局及び警察庁交通局の協力の下 外部委託により「事○ このため、 国土交通省自動車局、道路局及び警察庁交通局の協力の下、外部委託により「事

業用自動車事故調査委員会」を設け、事業用自動車の重大事故の事故要因の調査分析と再発

防止策の提言を行わせることとする。

要因分析、再発防止策の作成・審議

○ 複数専門家による現地調査を実施（地方運輸局、

道路管理者、都道府県警察に同行するなどによる）

○ 現地調査結果や関係機関の情報、類似事故

データ等を踏まえ、人、道、クルマや、労働・健

康問題や事故の背景に潜む組織・構造的な要

因を含む、複合的な分析を実施。

特に重大な事故

○ 関係機関による調査結果等を活用。

○ これに加え、過去の類似事故データ等を踏

まえ、人、道、クルマや、労働・健康問題や

事故の背景に潜む組織・構造的な要因につ

いて、複合的な分析を実施。

重大な事故

報告書（再発防止策に関する意見）の提出

事業用自動車事故調査委員会

国土交通省道路局 警察庁交通局国土交通省自動車局

協力協力

事故発生

※運輸安全委員会が

助言等を実施
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自動車ユーザーの保守管理意識を高め、点検整備の確実な実施を促すため

の環境を整備する。

○年○月○日指導

△年△月△日指導

○点検整備に係る指導履歴

を自動車検査証に記載

未認証工場対策

自動車の適切な保守管理の促進

○点検整備の実施率を更に向上する

ための手法を調査検討

点検整備実施（青） 点検整備未実施（赤）

例：検査標章の活用等

・実施の有無で色分け

・検査標章のサイズ 等を検討

分解整備事業の認証を受けない一部の悪質な車検代行業者（未認証工場）により次

の問題が発生

・エンジン、ブレーキ等の分解整備を行い、安全確保に重大な支障が発生。

・分解整備を行っていないにもかかわらず行ったように誤認させ、料金を請求。

・整備項目が不明であったり、無料と誤認させるような表示。

自動車の点検整備が適切に行われ、車検が確実に受検されるよう

次の３つの施策を総合的に実施する。

対 策

点検整備の促進

（イメージ）

無車検車・無保険車対策の強化

ナンバー自動読取装置等の活用により、無車検車・無保険車の運行実態の把握を強化し、対

象車両の使用者に対し警告文を送付。警告文に従わない使用者に対しては立入検査を実施。

使用者に対し、警告

文送付及び立入検査

約１割

約７割

約２割

指定整備工場

認証整備工場

○ユーザー自身が受検

○車検代行業者に依頼

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー

車
検
を
依
頼

ナンバー自動読取装置

ＭＯＴＡＳ

保険会社の

管理システム監視員等の通報

整備工場・

カー用品店
ガソリン

スタンド

あらゆる手段で無車検車・無保険車を把握

情報収集体制の強化

車検代行業者に依頼したユーザーに対しハガ

キを送付し、点検整備の実施状況や違法行為

等の情報を収集すると共に、ユーザーへの啓発

を行う。

立入調査・指導

情報に基づき、積極的な調査・指導を行うことに

より、未認証工場への取り締まりを強化する。

－ 4 －



３．被害者救済の充実　（主要施策別説明資料P.20～P.22)

○ 重度後遺障害者のための療護施設の設置・運営

○ 重度後遺障害者に対する介護料の支給

○ 在宅重度後遺障害者のための短期入院(入所)受入体制の充実

○
　　　　　　　　　　　　４，８４８億円及び利子相当額の合計額の全部又は一部

一般会計から自動車安全特別会計へ繰戻し（事項要求）

　自動車事故被害者の救済を図るため、重度後遺障害者のための療護施設の設
置・運営や介護料の支給などを行う。

3,199 3,186)(  

297)(    297

７０億円

の内数

６８億円

の内数

療護施設の設置・運営

プライマリー・ナーシングによる看護体制

【中部療護センター】

【療護施設機能委託病床】

中村記念病院

【療護施設機能委託病床】

聖マリア病院

【療護施設機能委託病床】

泉大津市立病院

○4ヵ所の療護センター及び3ヵ所の療護施設機能委託

【東北療護センター】

○自動車事故による重度後遺障害者に対

して、きめ細やかな治療・看護等を提供

介護料支給の概要

特Ⅰ種 ： 月額 68,440円 ～ 136,880円

Ⅰ種 ： 月額 58,570円 ～ 108,000円

Ⅱ種 ： 月額 29,290円 ～ 54,000円

＜介護料支給額＞

介護用品

・介護用ベッド

・介護用いす

・消耗品（紙おむつ等） 等

・ホームヘルプ

・訪問入浴

・訪問看護 等

日々の介護経費を支援

＜介護料支給対象＞

介護サービス

ワンフロア病棟システム

高度先進医療機器による検査・治療

委託病床を設置・運営（予定）

（関東西部）

【岡山療護センター】

【千葉療護センター】
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主 要 施 策 別 説 明 資 料
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（１）超小型モビリティの導入促進 
要求額：４１５百万円 

（うち優先課題推進枠２０２百万円） 

 
 

① 子育て世代や高齢者の移動支援に寄与するような生活交通における新たな交通手段の提供 

→超小型モビリティを活用した低炭素・集約型まちづくりを推進 
  

② 観光地や地域活動の活性化を通じた観光・地域振興 
  

③ 省エネ・低炭素化への寄与 
  

④ 新規市場・需要の創出 

「超小型モビリティ」とは？  
自動車よりコンパクトで、地域の手軽な移動の足となる 

１人～２人乗り程度の車両（エネルギー消費量は、通常
の自動車に比べ１／６ （電気自動車の１／２）程度）      

人口減尐・尐子高齢化時代に向けた創造的イノベーションの提案
～超小型モビリティの導入の意義～ 

※都市局「先導的都市環境形成促進事業」住宅局「環境・ストック活用推進事業」等との連携を予定 

超小型モビリティのイメージ 

地方公共団体等の主導による 
   まちづくり等と一体となった先導・試行導入を重点的に支援 
 

＜車両導入、事業計画立案及び効果評価費等の１／２ 
                     （民間事業者等にあっては１／３）を補助＞ 

取
組
み
の
加
速

 ※事業計画を公募、外部有識者により評価。優れた計画を選定して、重点的に支援。 

国内外の超小型モ

ビリティの活用方法

や地域課題への対

応手法等を調査・

整理し、関心のある

地域に広く発信。 

実感できる効果 

幅広い市民の方々に実際に車両を見て、乗っていただく中で 

 「新たな移動スタイルへの気づき」、 

 「暮らしや観光でエコを実践する喜び」 

を実感していただけるような、 

超小型モビリティの特性を最大限活かした 

 「成功事例の創出」を進め、 「国民理解の醸成」を図る。 

幅広い普及に向け社会受容性を高めたのち、車両区分等関連制度の整備を行う。
超小型モビリティの市場を創出。 

 超小型モビリティは、交通の省エネルギー化とともに、高
齢者を含むあらゆる世代に新たな地域の手軽な足を提供し
生活・移動の質の向上をもたらす、尐子高齢化時代の「新た
なカテゴリー」の乗り物。 

 その普及や関連制度の検討に向け、成功事例の創出、国
民理解の醸成を促す観点から、地方公共団体等の主導によ
るまちづくり等と一体となった先導導入や試行導入の優れた
取組みを重点的に支援。 

【日本再興戦略】 
 
テーマ１ 
国民の「健康寿命」の延伸  
③病気やケガをしても、良質な医療・介護へ
のアクセスにより、早く社会に復帰できる社会 
○安心して歩いて暮らせるまちづくり 

 
テーマ２ 
クリーン・経済的なエネルギー需給の実現 
 
③エネルギーを賢く消費する社会 
○次世代自動車の普及・性能向上支援 

１．「日本再興戦略」の迅速かつ強力な実行 
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＜電気自動車（プラグインハイブリッド自動車や燃料電池車を含む）の導入補助＞ 
 バス・タクシー・トラック：車両本体価格の1/2・1/3 
＜充電施設の導入補助＞   
  バス・タクシー・トラック：導入費用の1/2・1/3 

支援内容 

 電気自動車の普及を加速する上では、未来に向けた成功事例を 
生み出し、ニーズ・関心を急速に高めることが効果的。 

支援対象 
※走行中にCO2やNOｘ、粒子状物質等を排出しない自動車。 

（２）地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進 

優先課題推進枠 ６０４百万円 

事業計画を外部有識者により評価し、優れた計画を選定して支援。 

地域や自動車運送事業者による電気自動車の集中的導入等であって、 
他の地域や事業者による導入を誘発・促進するような先駆的取組み 

地域主導や事業者間連携による集中的導入等 

ゼロエミッション性など固有の価値に 
着目しこれを活かした導入 

非常給電機能に着目し、地域防災等 
の計画と連携した導入 

 運輸部門における省エネ対策の推進に貢献 

「優れた取組み」の創出による全国各地への普及・伝播 

実感できる効果 

自然保護のためのマイカー規制
を実施する観光地における電気
バスの導入（岩手県宮古市） 

通常期は新幹線駅と港を結ぶシャトルバスと
して運行し、災害等の有事の際に非常電源と
して電気バスを活用（鹿児島県薩摩川内市） 

地域と密着した郵便事業において電気
トラックを導入し、地域の環境保全活
動を推進（埼玉県さいたま市） 

 ゼロエミッション自動車※として環境性能が特に優れた電気
自動車の普及を効果的に加速し、低炭素まちづくり、地域交通
のグリーン化、地域防災への活用等を推進する観点から、地域
や事業者による電気自動車（バス、タクシー及びトラック）の集
中的導入等について、他の地域や事業者による導入を誘発・
促進するような先駆的取組を重点的に支援する。 

【日本再興戦略】 
テーマ２  
 クリーン・経済的なエネルギー需給
の実現 
   
③エネルギーを賢く消費する社会 
 
  ○次世代自動車の普及・性能向上支援 
 

【国土強靱化】 
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HQ-GPS 

 出会い頭時の注意喚起や飛び出し時の注意喚起により事故防止が実現 

将来的に自動運転につながる 

実感できる効果 

 歩車間通信を利用した 

    実証実験の実施と評価 

 

日本再興戦略 

Ⅱ．二．テーマ３：安全・便利で経

済的な次世代インフラの構築 

②ヒトやモノが安全・快適に移動

することのできる社会 

 車車間通信を利用した 

   実証実験の実施と評価 

 

総務省と連携 

○車車間の通信により衝突事故等
の危険を警告する等の運転支援
システムを開発するため、通信
する情報内容（位置や速度情報
等）や車載機の規格を確定する。 

○歩車間の通信により人身事故等
の危険を警告する等の運転支援
システムを開発するため、通信す
る情報内容（位置、進行方向等）
や歩行者端末の規格を確定する。 

総務省と連携 

 路車連携型システムの開発・ 

 実用化に向けた車両とインフラの 

 通信方法等の技術的要件の検討 

 ○道路構造データ（車線情報や勾配情報
等）を車両で取得し、位置情報を高度化
することにより、車両制御の高度化（レー
ンキープアシストの高度化等）を目指す。 

道路局と連携 

□注意喚起すべき事象（歩行者の飛 

  び出し等）、注意喚起するタイミン 

  グを特定。  

□歩者間通信の実証実験を通じて 

  データ量や外乱等を勘案し、注意 

  喚起を行うのに最低限必要な情報 

  量等を把握。 

□車両の位置情報を高精度に把握する 

  ため、道路構造データをナビに組み込み。 

□位置精度向上に関する分析を行い、車両 

  制御等への情報活用方法について検討。 

□注意喚起すべき事象（出会い頭、 

   右左折等）、注意喚起するタイミン 

  グを特定。  

□車車間通信の実証実験を通じて 

   データ量や外乱等を勘案し、注意 

  喚起を行うのに最低限必要な情報 

  量等を把握。 

（３）快適で安全な運転支援システムに関する検討 

 通信を利用した運転支援システムの開発・普及を促進する
ことにより、交通事故死傷者数を低減し、世界一安全・快適
な道路交通を実現する。 
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（４）旅客自動車運送事業等における訪日外国人旅行者の利用促進 

要求額：２７百万円 

○空港リムジンバスの利用環境改善に向けた実証実験 

不測の事態が生じた場合の外国人乗客への情報提供 等 

 

 

 

 

 

25,000 
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200,000 
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240,000 
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日車営収 
輸送人員 

運送収入 

車両数 

（年度） 

輸送人員（万人） 運送収入（千万円） 

日車営収（円） 

タクシー 

地域の活性化 

リピーター層を中心に     
有名観光地にとどまらない
幅広い観光資源への      
アクセスが改善 

調査メニューの例 

海外 日本 
海外空港等 

日本の空港 
T

A

X

I

 

B

U

S

 

一目でわかるバス・
タクシー乗り場への
動線の確保 

空港アクセスバス・ 

定額タクシー乗り場 

〈その他〉 

 

5,400  
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4,937  
4,803  

4,633  4,503  4,448  4,335  4,244  4,267  4,264  4,304  4,178  4,158  4,118  

1,133  1,109  
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930  
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3,000  

4,000  

5,000  

6,000  

7,000  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 営業収入 

（10億円） 
輸送人員 

（百万人） 

年度 

バス 

輸送人員 

営業収入 

○外国人用乗り場の確保と連動した外国人旅行者にわかりやすいタクシー車体表示方法等の検討 

○外国人旅行者のレンタカー利用時における受付時間の短縮及び日本の交通ルールの周知方策の検討 

 

都心 

バス・タクシー・レンタカーにおける外国人旅行者向け利用環境の改善               

インバウンドによる経済効果
の全国各地への波及を促進 人口減少等に伴って、低迷が続く需要の底上げが可能 

バス・タクシー・レンタカー事業の活性化 

外国人旅行者によるバス・タクシー等の利用環境の改善 

 外国人旅行者がバス・タクシー・レンタカーを利用して国内の様々な観光地に容易にア
クセスできれば、旅行の満足度が増すのみならず、インバウンドによる経済効果が全国
各地に波及し、地域のバス、タクシー等の活性化にもつながる。このため、バス・タクシー
等における外国人旅行者向け利用環境を改善し、地域の活性化を図る。 

利便性向上によるバス・タクシー等の利用拡大 
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（５）自動車の技術基準の国際標準化等の推進  要求額：２８０百万円 

 電気自動車技術、先進安全技術、ガソリン車低燃費技術、高齢者保護、歩行者保護等の我が国に比較優位性

がある技術や将来ニーズが期待される技術について、日本がリーダーシップをとって国際標準化を推進。                         

 
 

 

  

   

日本市場 

   

協定加盟国の市場 

車両認証手続き不要 

車両認証 

制度構築後 

自
動
車
メ
ー
カ
ー 

部品認証 

部品認証 

日本 

協定加盟国 

現状 

③ 国際的な車両型式認証制度（IWVTA）の実現 

日本 

A国 

D国 
C国 

提
案 

連携 

B国 

 WP29 

② アジア諸国との連携の促進 

① 基準の国際標準化を進めていく技術分野     

○ 自動車の基準の国際調和と認

証の相互承認については、「自

動車基準調和世界フォーラム

（WP29）」にて審議 

○ 我が国は、基準調和と認証の相

互承認を目的とした「1958年協

定」、基準調和のみを目的とした

「1998年協定」に参加し、基準調

和・認証の相互承認のための活

動に積極的に参加 

自動車基準の国際調和を進める国際的枠組み（WP29） 

安全一般 
( GRSG) 

衝突安全 
( GRSP) 

ブレーキと 
走行装置 
( GRR) 

排出ガスと 
エネルギー 

( GRPE) 

騒音 
( GRB) 

( WP29) 

国際連合 

United Nations 

安全一般 

(GRSG) 

衝突安全 

(GRSP) 

排出ガスと 
エネルギー 

(GRPE) 

騒音 

(GRB) 

灯火器 

(GRE) 

自動車基準調和世界フォーラム 

（WP29） 

国際連合 

欧州経済委員会 

ITS 

に係る 

専門 

分科会 

IWVTA 

に係る 

専門 

分科会 

水素燃料電
池自動車に
係る 

専門分科会 

ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄに係る
専門分科会 

乗用車排ガス燃
費試験に係る 

専門分科会 

○○  

専門分科会 
日本が 

議長等を努める 

作業部会 ： 

電気自動車の
環境性能に係る 

専門分科会 

電気自動車の
静音性対策に

係る 

専門分科会 

電気自動車の
安全性能に係る 

専門分科会 

アジア諸国と連携を図り、日本がリーダーシップをとって国際統一基準策定作業をより一層強力に主導。 

そのため、日ASEAN自動車基準・認証制度に関する協力プログラム 

に基づく次の支援を実施。 
 

•自動車安全・環境行政を進めていくための人材育成・制度構築 

•アジア各国との個別の会議開催 

•自動車基準の調和と認証の相互承認を促進するためのアジア 

  官民フォーラムの開催   など 

  型式認証の相互承認を
「装置単位」から、「車両
単位」とする制度の実現
を目指し、協定案策定
に向けた交渉を関係国
の間で実施。 

 日本の技術・基準の国際標準化等を推進することにより、
グローバル化が進展する国際自動車市場における安全・
環境性能に優れた自動車の普及を促進するとともに、技術
力を有する我が国自動車メーカー等が活躍できる環境
を整備。 

※インフラ輸出戦略＜平成25年5月17日決定＞ 

国際機関（国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）等）

における連携等を通じて、我が国制度・技術の国際標準化、
相手国でのデファクト・スタンダード獲得等を推進。 

日本再興戦略 
Ⅲ.2.海外市場獲得のための戦略的取
組①インフラ輸出・資源確保 

「インフラシステム輸出戦略※」を迅速
かつ着実に実施する。 
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２．安全・安心の確保と環境対策の推進 

 （１）事業用自動車の重大事故に関する事故調査等機能の強化   
                                     要求額：７０百万円 

要因分析、再発防止策の作成・審議 

○ 複数専門家による現地調査を実施（地方運輸局、道路管理
者、都道府県警察に同行するなどによる） 

○ 現地調査結果や関係機関の情報、類似事故データ等を踏
まえ、人、道、クルマや、労働・健康問題や事故の背景に潜
む組織・構造的な要因を含む、複合的な分析を実施 

特に重大な事故 

○ 関係機関による調査結果等を活用 

○ これに加え、過去の類似事故データ等を踏まえ、人、道、クル
マや、労働・健康問題や事故の背景に潜む組織・構造的な要
因について、複合的な分析を実施 

重大な事故 

報告書（再発防止策に関する意見）の提出 

事業用自動車事故調査委員会 

国土交通省道路局 警察庁交通局 国土交通省自動車局 
協力 

協力 

事故発生 

※運輸安全委員会が 
  助言等を実施 

今後の事故要因分析の方向性 

事故の背景にある組織的・ 
構造的問題の更なる解明 

表面的な事故原因に止まらず、 
事故の背景に潜む業界構造 
や企業構造に起因する要因を 
検証 

各分野の専門的知見を集 
結し、複合的要因による事
案に対処できる、高い専門
性をもった調査体制を整備 

高度かつ 
複合的な分析の実現 

高度な分析体制を確立する 
ためのプラットフォームを、３
局が協力して整備し、あらゆ
る関連情報を最大限活用 

事業用自動車事故の総合的 
かつ高度な分析体制の確立 

行政が定めた安全基準や規
制の問題をも洗い出し、客観
的立場から、規制の問題点や
改善点を含む、質の高い提言 

再発防止策の 
提言機能強化 

 事故背景の解明が不十分           高度かつ複合的な調査・分析体制の不足 

 関係機関の更なる連携強化の必要     より客観的で質の高い提言の必要  

 社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故は、背景にある組織的・構造的問題
の解明など、高度かつ複合的な事故要因の調査分析と、これに基づく有効な再発防
止策の提言が求められる。 
 このため、 国土交通省自動車局、道路局及び警察庁交通局の協力の下、外部委
託により「事業用自動車事故調査委員会」を設け、事故要因の調査分析と再発防止
策の提言を行わせる。 

事業用自動車事故調査委員会の設置 

これまでの事故要因分析の課題 
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（３）自動車運送事業の安全総合対策事業        要求額：１，０１６百万円 

  （事故防止対策支援推進事業） 

２．デジタル式運行記録計等の導入に対する支援  
 
 

デジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコー
ダーの導入に対し支援 データを活用したドラ

イバーへの安全指導 

デジタル式 

運行記録計 

映像記録型 

ドライブレコーダー 

３．社内安全教育の実施に対する支援  
 
 

外部の専門家等の活用による事故防止のための 
コンサルティングの実施に対し支援 

 
 
 

衝突被害軽減ブレーキ、ふらつき警報、横滑り防
止装置等のASV装置の導入に対し支援 

１．先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援 

 
 
 

４．過労運転防止のための先進的な取り組み 

  に対する支援 

過労運転防止等のため、営業所を離れた遠隔地で
のリアルタイムの運行管理等を行う機器を導入する
等、貸切バス事業者等の先進的な取り組みを支援 

運行管理者 

営業所 

  運転者 

遠隔地 

居眠り感知 
居眠り警報 

点呼時にカメラを 

通して疲労等 

を確認 

運転時間、位置情報等の 

 情報を送受信した後、 

  注意喚起、運行指示 等 

0  

400  

800  

1,200  

1,600  

2,000  

0  

2,000  

4,000  

6,000  

8,000  

10,000  

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

死者数全体 事業用自動車 

交通事故死者数の推移 人 人 

（２）自動車運送事業者等に対する監査体制の強化     

                                    要求額：３９百万円 

 法令等の遵守状況を確認するという役割を担う監査について、ＩＴを活用して、自動車
運送事業者への効率的かつ効果的な監査を実施し、事業用自動車に係る事故の未然
防止及び削減を図る。 

 事業用自動車については、運送のプロとして乗客の生命、顧客の財産を預かり、より
高度な安全性を求められ、また様々な安全対策に取り組んできたが、未だに事故の減
少の歩みが遅いのが現状であることから、事業者における安全対策強化のため、以
下の支援を行う。 

政府目標 

 

●平成２７年までに交通事故死者数を、3,000人以下。 

 （平成２３年３月 第９次交通安全基本計画） 

●平成３２年までに、車両安全対策により交通事故死者数を、 

 平成２２年度比で約1,000人削減。 

 （平成２３年６月 

 「交通政策審議会陸上交通分科会自動車交通部会報告書」） 

現状 
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（４）車両の安全対策 

 交通事故による死傷者数は依然として深刻な状況にあることから、事故分析及び対

策の効果評価を踏まえ、安全基準の拡充・強化、ＡＳＶプロジェクト、自動車アセスメン

トの連携を図りながら、車両安全対策を着実に実施。 

○安全基準の策定のための調査 （ 要求額：１７３百万円 ） 

事故実態や近年の自動車技術の進展等を踏まえ、自動車の安全基準及びその具体的な試験方法

の整備に向けた検討を行う。 

●超小型モビリティの安全性に関する検討・調査  

安全基準策定に向けた検討 

 使用実態を踏まえ、求められる安全基準について検討を行う。 

 

車両区分（規格）の設定に向けた検討 

 新たな車両区分（規格）を設定するための検討を行う。 

燃料電池二輪自動車の安全基準策定に向けた検討 
 
衝突、転倒時に、水素漏れが発生しない等、ユーザーの安

全が確保されるよう、安全基準や試験方法の検討を行う。 

超小型モビリティ 
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H元 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

事故件数（万件） 

死者数（人） 

負傷者数（万人） 

平成24年 
負傷者数 

825,396人 

交通事故の推移 
事故件数（万件） 
負傷者数（万人）  死者数（人） 

都市や地域の新たな交通手段として期待される超小型モビリティは、認定を受けて公道を走行できる制度が

平成２５年１月に創設され、各地で走行開始されているところ。その本格的な導入・普及に向けて、安全基準

の整備を行うべく調査を実施。 

平成24年 

死者数 

4,411人 

先進安全自動車 
（ＡＳＶ） 

安全基準等 

自動車アセスメント 

新技術を踏まえ
た安全基準／普
及策の策定に関
する連携 

情報提供による
普及促進と安全
基準の連携 

新技術のユーザー
理解促進に関する
連携 

●燃料電池自動車の安全性に関する検討・調査 

 今後急速に普及が見込まれる燃料電池二輪自動車について、早急に

安全基準を整備するべく調査を実施。 

安全基準、先進技術、アセスメントの連携 
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自動車ユーザーがより安全な自動車やチャイルドシートを選択しやすくするとともに、自動車メーカー

等により安全な製品の開発を促すため、自動車等の安全性能を調査し、公表する。 

●自動車の安全性能評価の実施 

各種衝突試験、ブレーキ性能試験等による評価を実施。 

 

独立行政法人自動車事故対策機構  
運営費交付金６，９８３百万円の内数  要求額： ○自動車アセスメント事業 

●安全性能を分かりやすく、比較しやすい形で公表 

 

フルラップ前面衝突試験 

オフセット前面衝突試験 

側面衝突試験 

歩行者頭部保護性能試験 

歩行者脚保護性能試験 

ブレーキ性能試験 

 自動車アセスメント 

チャイルドシート 

アセスメント 

高速ツアーバス事故やドライバーが運転中に失神するなどの事故を受け、ドライバーが運転不能に陥った場

合に機能するシステム（ドライバー異常時対応システム）の実用化を目指し、技術的課題の検討を行う。 

○ドライバー異常時対応システム 
ドライバーの状態を検知 

モニターカメラ 

カメラ撮影範囲 

○先進安全自動車（ＡＳＶ）プロジェクトの推進 

産学官の連携を図り、ドライバーの安全運転を支援する先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及
を促進。 

（ 要求額：１１９百万円 ） 

実用化・ 
本格普及へ 

＜平成25年度＞ 

モニタリング可能な項目の抽出 

技術的課題の検討 

＜平成26年度＞ 

システムとしての基本構成の検討 

模擬実験と性能評価の実施 

＜平成27年度＞ 

ガイドラインの策定 

 

検討スケジュール 

●チャイルドシートの安全性能評価の実施 
 
前面衝突時のチャイルドシートによる子供の保護性能を評価する試験（前面衝突試験）及びチャイルドシー

ト取付の際、確実に取り付けられるように配慮されているかなどを評価する試験（使用性評価試験）を実施。 

ドライバー 

ドライバーの異常状態を検知して安全に自動車を自動停止するシステム 
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（５） 自動車の適切な保守管理の促進 

大型自動車 の車輪 脱落事故 バスの車両火災事故 

整備不良による事故の発生 

※ 定期点検整備実施率の算出にあたっては、 

継続検査時の定期点検整備を含まない。 

経過年数が伸びるにつれて 
整備不良による事故率が増加 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3 年 5 年 7 年 9 年 11 年 13 年 15 

登録経過年数 
年 0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

バス タクシー トラック 乗用車 

定期点検整備実施率 

乗用車の定期点検整備実施率は 
約 ４ 割程度 

国土交通省調査 
（平成 年度） 20 

○年○月○日指導 
△年△月△日指導 

点検整備実施（青） 点検整備未実施（赤） 

例：検査標章の活用等 
 
 ・実施の有無で色分け 
 ・検査標章のサイズ  等を検討 

○点検整備に係る指導の履歴を自動車検
査証に記載 

繰り返し指導 中古車価値に影響 

○自動車点検整備推進運動 

○定期点検の実施前に検査を受検した事業者に点検実施状況の立入調査 

○点検整備前に検査を受検したユーザーにはがき等で点検整備を啓発 

○整備不良に起因する事故・故障についての分析 

○特徴的な事例に関する効果的な点検整備や保守管理の啓発 

○点検整備実施率を更に向上するための手法を調査検討 

○未認証工場対策                              （要求額：５０百万円） 

 
 
 

 ・認証を受けずに安全上重要なエンジン、ブレーキ等を取り外して分解整備を行うため、安全の確保に重大な支障 

 ・実際には分解整備を行っていないのにユーザーに分解整備を実施したと誤認させ、悪質な場合はその料金を請求 

 ・広告等において、整備項目が不明なものや、車検基本料金が無料になる等、ユーザーに誤解を与える恐れの 

  ある料金表示等を行っている場合がある 

○点検整備の促進                             （要求額：２１８百万円） 

約１割 

約７割 

約２割 

指定整備工場 

認証整備工場 

○ユーザー自身が受検 

○車検代行業者に依頼 

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー 

車
検
を
依
頼

 

情報収集体制の強化 

車検代行業者に依頼したユーザーに対しハガキを送付し、
点検整備の実施状況や違法行為等の情報を収集すると
ともに、ユーザーへの啓発を行う。 

立入調査・指導 

情報に基づき、積極的な調査・指導を行うことにより、未
認証工場への取り締まりを強化する。 

対 策 

 自動車の点検整備が適切に行われ、車検が確実に受検されるよう「点検整備の促

進」、「未認証工場対策」、「無車検車・無保険車対策の強化」を総合的に実施する。 

○分解整備事業の認証を受けていない一部の悪質な車検代行業者（未認証工場）が次のような問題を起こして 
  いる。 

点検整備の重要性を周知、点検整備を促すための環境を整備 

（イメージ） 
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国土交通省 

○無車検車・無保険車対策の強化                   （要求額：１５２百万円） 
 

２．無車検車・無保険車の把握の強化 

３．ナンバー自動読取装置・カメラの活用 

○ガソリンスタンドに加え、 
     カー用品店、整備工場にも 
     監視を依頼するほか、駐車
監視員・ 指導員の監視回
数を増加 

○検査標章の視認性につい 
     ても向上策を検討 

ナンバー自動読取装置・カメラを公共
施設の駐車場等に設置し、読み取っ
たナンバーとMOTASの情報を突合し、
無車検車・無保険車を捕捉 

通報 

突合 

MOTAS 

５．警察と協力した街頭取締り 

検査標章・保険標章により確認 

公共施設の
駐車場等 

１．ハガキ送付による早期是正の促進 

MOTAS等により無

車検車・無保険車
を抽出 

無車検車・無保険車の使用者に対し、
ハガキを送付し、車両の使用状況等に
ついての説明を回答するよう要求 

○回答内容により、無車検車・無保険 
     車の実態を把握・分析 
○失念による無車検・無保険を防止 
○回答のない者には再度ハガキで警告 

MOTAS 保険会社の 
管理システム 

○車両の運行違反 
○罰則あり 

無車検車・無保険
車であった場合･･･ 

４．国土交通省による立入検査・指導 

 悪質な無車検車には、国土交通省による立入検査・指導・警察への告発を実施 

 警察と協力して、街頭で無車検車・無保険車の取締りを引き続き実施。 

○MOTASデータ上、３００万台以上（※）が車検切れ車

両とされ、うち５年以上のものも１８０万台以上。 

  一方、街頭検査で発見されるのは年間約１６０台程度。  

 （※多くは廃棄された車両とみられる） 
 
○責任保険等についても、街頭取締り及び監視活動

により毎年約２万台程度の違反車を発見。 

 
○無車検車の実態が明らかでなく、現在の取締り 
     方法では限界があり、新たな対策が必要。 
 
○国による無保険事故への支払額は年間約１０億
円に上り、無保険車の実態把握・対策が急務。 

 
○責任保険等の加入状況は車検時に確認してい 
     ることから、一体的に取り組むことが効果的。 

現状 必要性 
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（６）環境対応車普及促進対策 
要求額：６０１百万円 

 自動車分野における地球温暖化対策、大気汚染対策、燃料多様化など

のエネルギーセキュリティ対策を推進する観点から、自動車運送事業者に

よる環境対応車への買い替え・購入を促進し、環境対策を強力に推進する。 

補助対象 補助率 

ＣＮＧトラック・バス 
○経年車の廃車を伴う新車購入の場合 
  通常車両価格との差額の１／２以内又は 
       車両本体価格の１／４以内    
  
○新車のみの購入の場合 
   通常車両価格との差額の１／３以内又は 
      車両本体価格の１／４以内  

ハイブリッドトラック・バス 

使用過程車のＣＮＧ車 
への改造 

改造費の１／３以内 

ＣＮＧ（圧縮天然ガス）トラック・バス  
○燃料の多様化への対応が可能   
○ 粒子状物質（ＰＭ）を殆ど排出せず、
窒素酸化物（ＮＯｘ）の排出も少ない  
○ＣＯ２排出量が軽油より約３割少ない 

 

支援内容 

環境対応車のメリット 

国土強靱化 

ハイブリッドトラック・バス  
○ 内燃機関とモーターの２つの動力源を
持ち、排出ガス及びＣＯ２排出量がディー
ゼル車に比べて少ない 
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（７）次世代大型車開発・実用化促進事業 

要求額：２４９百万円 

大型車分野における次世代環境技術 

ハイブリッド台上試験システム 

高効率ハイブリッドトラック 

充電スタンド 

電気・プラグイン 

ハイブリッドトラック 

小・中型トラック 

高性能電動路線バス 

技術基準制定 

及び 

実用化・本格普及へ 

本事業の進め方（～H26） 

車両（エンジン）試作 

・実用性評価 
走行試験・改良 

地域実証走行・ 

改良 

技術基準
案の策定 

 平成25年度に行う実証走行により得られたデータに基づき、試作
車両の改良及び実証走行を行い、それらにより得られたデータを踏
まえ、所要の基準案等を検討する。 

平成26年度の主な実施内容 

○実証走行の結果等
を踏まえ、高性能電
動路線バスの走行性
能の評価方法等につ
いて検討を行う。 

○実証走行した試験車両を改
良し、バッテリ等の充電シス
テムの耐久性等を検証する
ための実証走行を行う。 

○排出ガス試験方法等につい
て検討を行う。 

電気バス
用超高速 

充電器 

路線バス 

○試作した高効率ハイブ
リッドシステムについて、
燃費等の評価試験を行う。 

○台上試験システムを用い
た試験方法について課題
整理等を行う。 

 運輸部門のＣＯ２排出の多くを占める大型車分野において、低炭素化、排ガス低減等
に資する革新的技術を早期に実現するため、自動車メーカー等と協働し、技術開発を促
進するとともに、必要な基準の整備を行う。 

－ 19 －



 自動車事故対策機構は、全国に療護施設（療護センター、療護施設機能委託病
床）を設置・運営し、自動車事故による遷延性意識障害者*に対して適切かつ質の
高い治療・看護を実施。 

* 脳損傷により自力移動・摂食が不可能であるなどの最重度の後遺障害者 

○４ヵ所の療護センター 及び３ヵ所の 療護施設機能委託病床 

○ 療護センターへの入院による病状改善事例 

（２年後） 

自力摂食可能 

・通常とは比較にならない手厚い治
療・看護が必要 → 通常の病院の看
護体制では受入不可能 

 

・地理的に遠いことなどにより、適切
な治療・看護が受けられない遷延性
意識障害者が存在 

 

 第３期中期目標期間
（H24～28年度）におい
て近畿、関東西部に委
託病床を拡充し、運用 

○療養施設を充実する必要性 

重度の昏睡状態 

要求額： 
独立行政法人自動車事故対策機構 
運営費交付金６，９８３百万円の内数 

（１）重度後遺障害者のための療護施設の設置・運営 

３．被害者救済の充実 

 同じ看護師が一人の患者を継続して受け持つ 
プライマリー・ナーシング方式を導入するなど、  
きめ細やかな看護体制を整備 

・患者のわずかな意識の回復の兆しをとらえるこ
とができるよう、ワンフロア病棟システムを取り
入れ、集中的に観察 

・患者の日常生活行動や動作訓練がスムーズに
行われるよう、スペースを確保 

高度先進医療機器による検査・治療 

 

【中部療護センター】 

【療護施設機能委託病床】 

中村記念病院 

委託病床を設置・運営（予定） 

（関東西部） 

【岡山療護センター】 

【療護施設機能委託病床】 

     泉大津市立病院 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【療護施設機能委託病床】 

聖マリア病院 

【千葉療護センター】 

【東北療護センター】 

 

 

 

 

 

 

・遷延性意識障害者に
対する公平な治療機
会の確保 

 
・効果的な治療の提供 
 
 が更に必要 
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（２）重度後遺障害者に対する介護料の支給 

要求額 ： ３，１９９百万円 

  

 自動車事故により、移動、食事、排泄など日常生活において常時又は随時の介護

が必要となった重度後遺障害者に対して、自動車事故対策機構が介護料を支給する。 

【介護料支給対象】 

・介護用ベッド 
・介護用いす 
・消耗品（紙おむつ等） 等 

介護用品 介護サービス 

・ホームヘルプ 
・訪問入浴 
・訪問看護  等 

制度概要 

 ・ 特Ⅰ種 ： 月額 68,440円～136,880円  
 ・ Ⅰ種   ： 月額 58,570円～108,000円 
 ・ Ⅱ種   ： 月額 29,290円～  54,000円 

 ※ 特Ⅰ種 ：Ⅰ種のうち、自力による移動や摂食ができない等の症状があるもの。 
     Ⅰ種 ： 脳損傷、脊髄損傷及び胸腹部臓器損傷で常時介護を要するもの。 
     Ⅱ種 ：                 〃            随時介護を要するもの。 

【介護料支給額】 

 重度後遺障害者やその家族の方〄が日常生活において抱える経済的負担は大き
く、その負担を軽減するため、障害の程度に応じて日〄の介護経費を支援。 

 自動車事故対策機構の職員が介護料受給者の家庭を

訪問し、様〄な支援情報を提供するとともに、介護に関す

る相談や日常の悩みを聞くことなどで、精神的支援を強化。 

訪問支援の様子 

訪問支援の実施 

【趣 旨】 
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（３）在宅重度後遺障害者のための短期入院（入所）受入体制の充実 

  短期入院（入所）の利用は、自動車事故による重度後遺障害者にとって、安定的な

在宅介護生活を送る上で非常に重要。より多くの被害者が利用できるよう、短期入院

（入所）を受け入れる協力病院や協力施設に対する受入体制の整備、強化等のため

の費用を補助。 

要求額 ： ２９７百万円 

痰（たん）吸引装置 

○ 短期入院（入所）協力事業 

＜ 補助する機器・用具の例 ＞ 

  在宅重度後遺障害者が安心・安全に短期入院（入所）することが可能となるよう、協力病院や
協力施設に対して、機器・用具の導入費、広報活動費等を国が補助 

○ 短期入院（入所）助成事業 

  在宅重度後遺障害者が病院や施設に短期入院 （入所）した場合に、入院 （入所）に要した費
用を自動車事故対策機構が補助 

褥瘡（じょくそう）予防対策用具（マットレス等） 

＜ 補助の対象となる費用 ＞ 

①入退院（所）時における移送費としての自己負担額 

②室料差額及び食事負担額としての自己負担額 

 上記①の自己負担額に、②の自己負担額（１日あたり１万円として換算した合計額が上限）を加えた
額について、年間４５日かつ年間４５万円の範囲内で補助 

在宅重度後遺障害者の安定的な療養生活の維持や介護者の 

肉体的 ・精神的な負担の軽減を図る。 

※協力病院の短期入院では、在宅重度後遺障害者の健康状態の把握（メディカルチェック）、リハビリ、介護者へ 
  の介護技術のアドバイス等を実施 

※協力施設の短期入所では、介護者の一時的な休息や不在時に、夜間を含めて短期間、施設において食事、 
  入浴、排泄等の介護を実施 

（４）一般会計から自動車安全特別会計へ繰戻し【事項要求 】 

  平成２４年度から平成３０年度までに一般会計から自動車安全特別会計に繰戻す

こととされている大臣間覚書を踏まえ、一般会計への繰入額４，８４８億円及び利子

相当額の合計額の全部又は一部を繰戻すことについて、今後予算編成過程におい

て検討。 
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【関連事項】地域公共交通の確保・維持・改善の推進【継続】

～生活交通サバイバル戦略～

要求額：３７，２０３百万円の内数

地域の活性化等の成長戦略も踏まえ、多様な関係者の連携により、地域公

共交通の確保・維持を図るとともに、地域公共交通の改善に向けた取組みを

支援する。

＜内 容＞

地域の特性に応じた生活交通の確保維持

・過疎地域等における幹線バス、デマンドタクシー等の運行

・離島航路・航空路の運航

・バス車両の更新等

快適で安全な公共交通の構築

・鉄道駅におけるホームドア・エレベーターの整備、ノンステップバスの導

入等

・ＬＲＴ・ＢＲＴ の整備、ＩＣカードの導入・活用等（※１）

・地域鉄道の安全性向上に資する設備の整備等

公共交通の充実を図るための計画策定等の後押し

・地域の関係者間の適切な役割分担と合意の下で地域公共交通の充実を図る

（※２）ための新たな計画の策定に資する調査等

・バスからデマンドタクシーへの転換等の生活交通の確保等に係る地域の合

意形成に資する調査

・公共交通マップの作成等を通じた地域ぐるみでの利用促進

被災地のバス交通等に対する柔軟な支援の継続 （復興庁一括計上分）

・東日本大震災の被災地の幹線バス、地域内バス等の運行

【※２】

地域公共交通の充実を図るための新たな制度的枠組み
の構築（地域公共交通活性化・再生法の改正）

○ 高齢者・生徒をはじめとする地域住民の移動手段の確保
○ 地域経済・社会の活性化、コンパクトシティの実現等

期待される効果

（１）官民の連携による地域交通網の再編等に係る交通計画の
策定と合意形成を促進

（２）計画の実現力を高めるための措置（関係法令の特例等）
（３）安全かつ効率的な輸送サービスを確保するための措置

【今後の進め方（予定）】
○ ９月以降、交通政策審議会地域公共交通部会にて審議

（※１）

ＢＲＴ（ Bus Rapid Transit ）

：連節バス、バスレーン等を
組み合わせた幹線的な交通
システム

ＬＲＴ（ Light Rail Transit ）

：低床式路面電車による幹線的
な交通システム

【※１】

－ 23 －



 地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク 

赤字バス系統（補助対象） 

Ａ町 Ｂ市 Ｃ村 

地域内のバス交通・デマンド交通等 

地域内交通（補助対象） 

バス
停 

過疎地域等 

交通不便地域 

地域をまたがる幹線交通ネットワーク 

黒字バス系統・鉄軌道 等（補助対象外） 
駅 駅 

住民の生活に必要なバス交通への支援のイメージ 

 国が事前算定による予測収支差の1/2を補助     

 

 

・「補助対象となる幹線バス交通ネットワークに係る地

域内交通」または 「補助対象外となる幹線交通ネット

ワークに係る地域内交通」 

 ・幹線アクセス性 ： 幹線バス交通ネットワーク等へ

のアクセス機能を有するものであること。 

 ・サービス充実性 ： 新たに運行、または、公的支援

を受けるものであること。 

 ・経常赤字が見込まれること。   等 

 

地域内フィーダーバス交通に対する 
補助の主な要件  

・複数市町村にまたがる系統であること。（平成１３年

３月３１日時点で判定） 

・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの。 

・輸送量が１５人～１５０人／日と見込まれること。 

・経常赤字が見込まれること。  等 

幹線バス交通に対する補助の主な要件 

車両購入に係る減価償却費及び金融
費用について補助。補助率は１／２。 

合計   
750 
万円 

3,000  

1,800  

1,080  
810  810  

※定率法（残存価額×0.4）  
を用いた場合 

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入
した場合＞ 

（単位：千円） 

購入
年度 

5年
目 

【金融費用】       
購入に係る借入に
ついて、その金利
を補助（購入価格
の2.5%限度） 

車両の購入に係る費用について、購入年度に一括 
して補助。補助率は１／２。 

購入年度 

750 
万円 

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入した場合＞ 

（単位：千円） 

５年間かけて補助する制度のため、       
バス会社の資金繰りが厳しい。 

購入年度に一括して補助する制度のため、バス会社
の資金繰りに有利。 

バス車両の更新対策の強化 

新規（車両購入費補助金） 現行（車両減価償却費等補助金） 

7,500 

【参考】「生活交通サバイバル戦略」におけるバス交通への支援 

2年
目 

3年
目 

4年
目 

★老朽車両の代替促進による安全性や利用者   
利便の向上                      
★バス車両等に係る設備投資の促進 

効 
果 

－ 24 －







（この冊子は、再生紙を使用しています。）


	表紙
	表紙

	目次
	目次

	1
	総括表

	2
	依頼作業台

	3
	2-1

	4
	2-2

	5
	3

	6
	扉（主要施策概要）

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14,15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	裏表紙
	裏表紙



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
      

        
     44
            
       D:20130823092213
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     1190
     285
     None
     Left
     4.9606
     -4.5354
            
                
         Both
         1
         AllDoc
         4
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     37.7008
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0b
     QI+ 3
     1
      

        
     8
     27
     26
     27
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     1
     Always
     4
     Odd
     1
     1
     /C/Documents and Settings/default/デスクトップ/新規書類 1.pdf
     last-1
     1
            
       D:20081118151936
       728.5039
       b5
       Blank
       515.9055
          

     1
     Tall
     1202
     0
     SubDoc
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     last
     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0b
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     1
     Always
     4
     Odd
     1
     1
     /C/Documents and Settings/default/デスクトップ/新規書類 1.pdf
     last-1
     1
            
       D:20081118151936
       728.5039
       b5
       Blank
       515.9055
          

     1
     Tall
     1202
     0
     SubDoc
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     last
     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0b
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     1
     Always
     4
     Odd
     1
     1
     /C/Documents and Settings/default/デスクトップ/新規書類 1.pdf
     last-1
     1
            
       D:20081118151936
       728.5039
       b5
       Blank
       515.9055
          

     1
     Tall
     1202
     0
    
     SubDoc
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     last
     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0b
     QI+ 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





